
《第６８回 函館圏優良土産品推奨会 開催要綱》 

 

１ 目  的   函館圏域観光土産品の中から、品質、公正表示、郷土性等特に優れた観光土産品を推薦す

ることにより、新しい観光土産品の育成・発掘等、観光土産品の振興に寄与すること。 

 

２ 主  催  函館圏優良土産品推奨実行委員会                        

〔函館市、函館商工会議所、(一社)函館国際観光コンベンション協会、 

         みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会〕 

 

３ 事 務 局   〒040-0063 函館市若松町 7-15 函館商工会議所 地域振興課 

TEL 0138-23-1181  FAX 0138-27-2111 

Email：chiikishinkou@hakodate.cci.or.jp (半角英数) 

 

４ 日  時  令和６年３月２１日(木) 午前１０時より 

 

５ 会  場  プレミアホテル-CABIN PRESIDENT-函館 ３階 ラベンダーⅠ 

 

６ 出品申込  (1) 出品資格    函館圏〔函館市、渡島・檜山管内〕における土産品製造業者または販売業者  

                          ※販売業者の出品は事前に製造業者の許可を得ること 

        (2) 出品商品   観光土産品〔農水産品、菓子、民・工芸品のいずれか〕 

                                出品点数制限なし 

        (3) 参加登録料  一社につき 1,100 円 

        (4) 出品料    商品１品につき 800 円 ただし 6 品目より１品につき 500 円 

        (5) お支払い  参加登録料､出品料は、下記受付期日までに事務局までご持参願います。 

        (6) 申込方法    本所 Web サイトにて「申込書」をダウンロードし、所定事項を記載の上､

入力データを受付期限までに上記の事務局 Email へ送信下さい。 

                （お手数ですがメールを送信した際はその旨、お電話でご一報下さい。） 

        (7) 資料ＤＬ  函館商工会議所 Web サイト URL: https://www.hakodate.cci.or.jp/ 

 

７ 受付期限  令和６年２月２９日(木)まで  

 

８ 商品搬入  (1) 搬入品は函館商工会議所地域振興課へご持参下さい。 

         【ア.賞味(消費)期限に余裕があり、常温保存可能な商品】 

申込受付開始日～令和６年２月２９日(木)  午前９時～午後５時まで 

【イ.要冷蔵・冷凍の商品】  

令和６年３月１２日(火）正午～１４日(木)  午前９時～午後５時まで 

          ※アとイ両種類の商品をご出品の場合、両種類の商品サンプルをイの搬入期間（３月

１２日(火）正午～１４日(木))に一括でご提出頂いて結構です。 

(2)農水産品・菓子は、審査用の商品サンプルをご提供いただきますようお願いいたし

ます。 

(3)原則として出品商品は返却いたしません。返品を希望される場合は、その旨を申込

書（①会社情報の連絡事項欄）に必ず明記して下さい。 

 

 

 

９ 試食審査  第 2 次審査（品評審査）における農水産品・菓子の試食審査については、裏面の衛生

対策が必要となります。 

①試食審査に関する準備のため、申込書に試食審査の希望の有無を必ずご回答下さい。 

②試食審査を希望される場合は、別紙「審査用試食品の提供における衛生対策」を必ずご

一読の上、ご対応下さい。（商品によって対応が異なります。） 

③試食審査を希望された場合でも、条件によってはご希望に沿えない場合がございますの

で、予めご了承下さい。 

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

10 審   査   実行委員会より委嘱した審査委員が次の事項を基準に審査を行います。 

                (1) 観光土産品にふさわしい 

         (2) 郷土色が豊かでデザインが優れている 

         (3) 品質が優れている 

         (4) 包装が優れている 

         (5) その他特に長所が認められるもの 

 

11  推 奨 品   本審査に合格したものを「函館圏優良土産品」として推奨します。 

  受賞企業が「みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会」会員の場合は、認定証の貼付

を認めます（推奨有効期間：２年間）。 

また、「みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会」会員企業の推奨品については、全

国観光土産品公正取引協議会へ認定審査会の結果を報告し、認定証書の交付を申請します。 

 

12  入 賞 品   推奨品のうち、特に優秀品を選考の上、各部門〔農水産部門、菓子部門、民・工芸品部門〕

ごとに、次の賞を授与します。 
 

                ① 函館市長賞                           各部門 １点 

         ② 函館商工会議所会頭賞                      各部門 １点 

         ③ (一社)函館国際観光コンベンション協会会長賞    各部門 １点 

         ④ みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会会長賞 各部門 １点 

         ⑤ 奨励賞                             各部門 若干 
 

        ※上記賞に関し、推奨会において必要と認めた場合には、各賞を増減する場合があります。 

         

13  発   表   入賞品及び推奨品は出品者に通知するほか、関係機関等を通じてＰＲ※させていただきま

す。 

※入賞品の函館商工会議所ホームページ等への掲載、函館市役所等公共施設への展示等 

  
 

【入賞品のＰＲに係るお願い】 

上記のＰＲ活動で使用するチラシ及びＷｅｂサイトＰＲページに入賞品を掲載するた

め、入賞された事業所様におかれましては、下記データのご提出をお願いいたします。  
①商品画像データ ②商品ＰＲ文章（60 文字以内） 

https://www.hakodate.cci.or.jp/

